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1-1. 冷媒(フロン類)の環境問題-1
オゾン層破壊対策

オゾンホール 出典：気象庁

地球温暖化対策

◆オゾン層の破壊は塩素を含む冷媒（CFC、HCFC）が対象

1987年モントリオール議定書 採択
1996年フロン（CFC）の全廃（先進国）

官民をあげて、塩素を含まないHFC冷媒を使う機器に切り替え

HFCを究極の対策として「代替フロン」と呼称

◆温室効果ガスにHFCが対象

1997年COP3 京都議定書採択
「代替フロン」HFCが温室効果ガスと指定

2019年HFCの段階的削減（キガリ改正）
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1-1. 冷媒(フロン類)の環境問題-2

5
出典：第2回 中央環境審議会地球環境部会2020 年以降の地球温暖化対策検討小委員会 産業構造審議会

  産業技術環境分科会地球環境小委員会約束草案検討ワーキンググループ 合同会合 資料４
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1-1. 冷媒(フロン類)の環境問題-3

2

5
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1-2. 地球温暖化対策計画   パリ協定
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NDC：Nationally Determined Contribution の略で「国が決定した貢献」と訳される。通常は各国が国連に提出する
温室効果ガス削減目標をさす。

出所：RRCﾆｭｰｽ 47号（2025/6）より
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1-3. モントリオール議定書キガリ改正-1

8
出所：モントリオール議定書及びキガリ改正の概要 資料2

平成２９年3月1日 経済産業省オゾン室
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1-3. モントリオール議定書キガリ改正-2

(キガリ改正に基づくHFCの使用見通し)

9

規制開始時

2025年3月
出所
フロン排出抑制法に基づく
「フロン類使用見通し」（案）
資料６
令和７年３月25日
経済産業省産業保安・安全グループ
化学物質管理課オゾン層保護等推進室

出所
産業構造審議会 製造産業分科会第６
回化学物質小委員会 合同会議 資料7
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2. 2015年 フロン排出抑制法のポイント

     2-１．フロン排出抑制法導入の背景
     2-２．整備時・廃棄時の証明書について
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2-1. フロン排出抑制法導入の背景-1

(使用時漏洩の影響)

11
出所：産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会

代替フロン等３ガスの排出抑制の課題と方向性について(中間論点整理)参考資料
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2-1. フロン排出抑制法導入の背景-2
(フロンのライフサイクル全般を網羅：キガリ改正前)

12

出所：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）
 充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・ 引取等実施者等に関する運用の手引き 
第２版（令和２年３月） 環境省 経済産業省
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2-2. 整備時・廃棄時の証明書-1
(“整備”なのか“廃棄”なのかを明確にする)

設置時 整備時 廃棄時

〔充塡証明書・回収証明書の交付〕 〔行程管理票（引取証明書）
の交付〕

〔▄ ΠΜ ⁮〕

13
出所：冷媒フロン類取扱技術者更新講習テキスト
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2-2. 整備時・廃棄時の証明書-2
(整備時の証明書類の流れ)

14
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出所：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）
 充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・ 引取等実施者等に関する運用の手引き 
第２版（令和２年３月） 環境省 経済産業省より抜粋
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2-2. 整備時・廃棄時の証明書-3
(廃棄時の帳票類の流れ)

15出所：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）
 充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・ 引取等実施者等に関する運用の手引き 
第２版（令和２年３月） 環境省 経済産業省
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2-2. 整備時・廃棄時の証明書-4

16
出所：フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）
 充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・ 引取等実施者等に関する運用の手引き 
第２版（令和２年３月） 環境省 経済産業省
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3. 2020年 フロン排出抑制法改正のポイント

1.  2020年改正の背景とポイント
2.  引取証明書か確認証明書か
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3-1. 2020年改正の背景とポイント-1〔令和2年4月1日施行〕

18
（出所）オゾン層保護法・フロン排出抑制法の施行状況

令和６年３月経済産業省製造産業局オゾン層保護等推進室
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3-1. 2020年改正の背景とポイント-2〔令和2年4月1日施行〕
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出典：「改正フロン排出抑制法説明会資料」
（令和元年11月環境省・経済産業省）
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3-2. 引取証明書か確認証明書か

20



一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

4.「地球温暖化対策計画」における「フロン排出抑制法」

 に係る排出削減対策・施策 と JRECOの活動

4-1. HFCS製造量・輸入量の削減、冷媒の転換 ★

4-2. 製品製造時等の4ガス排出量の削減

4-3. 製品使用時のHFCs漏えい量の削減 ★

4-4. 製品廃棄時のHFCs放出量の削減 ★

4-5. 回収した冷媒を再生・再利用へ  ★

21

★JRECO活動に関連する項目
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《単年度事業》
Å事業の実施期間が交付決定日以降
令和7 年度内に事業が完了する事業。

《複数年度事業》
Å事業の実施期間を交付決定日以降
から令和8 年度まで継続せざるを得ない事業。

① 補助率
補助率は原則として1/3 です。
コンビニエンスストア以外の食品小売店舗
のうち、更新店舗については、工事費の補助率を1/2

（設備費の補助率は1/3）とする。

②中小企業への重点化施策
・中小企業による申請事業は、すべて審査時の加点対象
・中小企業のうち｢大企業に求める条件｣に合致し、採択案件の
審査時得点上位20％以内の事業を「先進的な中小企業」
による事業として選定する。選定された事業については補助率を1/2とすることができる。

③その他 脱炭素化推進政策などへの理解・協力度や再エネ等の
取組の確認にて該当する場合審査時の加点対象となる。

4-1. HFCs製造量・輸入量の削減、冷媒の転換-1

出典 令和７年度環境省重点施策集
コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・脱炭素化推進事業【エネ特】

【今年（R７）度補助事業について】

国の施策 評価指標

省エネ型自
然冷媒機器
の導入支援

2030年度
33万台
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【R7年度補助事業(第１次公募)の採択結果】

23

4-1. HFCs製造量・輸入量の削減、冷媒の転換-2

出所：JRECO通信040

【環境省補助事業の実施状況】

補助事業累計
・総事業所数

4,108事業所
・総排出削減量

76.8万t-CO2

国の施策 削減見込量

・機器メーカ
に対してトッ
プランナ制度
の導入
・省エネ型自
然冷媒機器
の導入支援

1463
（万t-

CO2）
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評
価

2021
年度

2022年
度

2023
年度

2024年
度

Ａ 16社 49社 76社 94社
Ｂ 37社 85社 41社 37社
Ｃ 34社 89社 162社 181社
Ｄ 24社 16社 10社 6社
Ｅ 592社 1506社 1296社 1242社

年度別フロン対策格付け評価推移

東証プライム上場企業各社の統合報告
書やサステナビリティ報告書を調査。
フロン対策について、機器の点検管理状
況や算定漏えい量など法遵守の状況の
記載内容に基づき、「フロン対策各付け」
としてA～Eのランクで評価して企業数分
布をまとめた結果。
2021年度より開始して、本年度4回目。
評価Aが高評価。

4-3. 製品使用時のHFCs漏えい量の削減-1

24

JRECOは本年5月26日に2024年
度にAランク評価した94社中38社に
出席いただき、環境省・経済産業省
や東京都など関係行政機関からご
来賓を迎え、港区の機械振興会館
で「第4回フロン対策格付け表彰式」
を開催。

フロン対策格付け表彰

表彰式集合写真
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東京都の取組 遠隔監視技術導入への助成と情報発信について

東京都環境局 環境改善部

RRCﾆｭｰｽ 47号（2025/6）より

RRCニュース 47号（2025/6）記事
「東京都の取組 遠隔監視技術導入への助成を開始します。」

東京都環境局 環境改善部

RRCﾆｭｰｽ46号
（2024/12

巻頭記事）
東京都西脇課長様

25

4-3. 製品使用時のHFCs漏えい量の削減-2

第一種特定製品の管理者の判断となるべき事項の告示が行われ、この要件を
満たす常時監視システムは、簡易点検に代えることができる。（令和4年8月22日告示改正）

評価指標

常時監視
システム
導入率

2030年度

10％

排出削減見込量（万t-CO2）

１３３０
(2025年度目標）
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フロン充塡回収業者様向け（表）
フロン充塡回収業者様向け（裏）

チラシURL https://www.jraia.or.jp/product/flon/enlightenment.html

自己認証された回収装置を正しく
ご使用ください。

自己認証されていない回収装置使
用する場合には、都道府県に届出
が必要になる場合があります。
冷媒種及び回収能力に応じた回
収装置を選定しご使用をお願いし
ます。

回収装置 自己認証一覧表は
JRECOの以下のURLより確認でき
ます。
一覧表にない場合にはﾒｰｶへ確認
をお願いします。

https://www.jreco.or.jp
/rrc/jikoninsyo.pdf

回収基準

回収の基準（施行規則40 条）
機器からフロン類を回収する場合には、 機器の冷媒回収口における圧力
（絶対圧力）の値が、一定時間経過した後、右図の回収基準 に掲げるフロ
ン類の圧力区分に応じ、同表の圧力以下になるよう吸引すること。

発行元 日冷工 冷媒回収機委員会

・充塡回収業者：確実な回収の実施、書類の交付・保存義務

4-4. 製品廃棄時のHFCs放出量の削減-2

26

評価指標

廃棄時等の
HFCs冷媒
の回収率

2030年度

75％
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夏場の冷媒回収作業について 出典 RRCﾆｭｰｽ47号 執筆 株式会社イチネンTASCO

★周囲温度が高い状況での冷媒回収作業 冷媒回収容器内の圧力が高くなる。
・回収効率が落ちたり、回収装置では、電流値の上昇やモーターの加熱、故障が発生しやすくなる

★冷媒回収容器には、溶栓（56～60℃で金属融解）という安全機能がある。
・この溶栓が融解すると予備の冷媒回収容器がないと作業が止まる。 

①周囲温度を下げる

②冷媒回収容器を水で冷やす

各主体ごとの対策として・充塡回収業者：確実な回収の実施、書類の交付・保存義務

4-4. 製品廃棄時のHFCs放出量の削減-3

27

③回収装置メーカーの空冷または
水冷式熱交換器を使用する。

④回収装置メーカーの熱交換型
オイルセパレーターを使用する。

⑤吸入圧力を下げる。

⑥回収容器の温度を監視する

熱交換型
オイルセパレーター

接触型温度計 サーモグラフィー

2030年度目標

排出削減見込量
（万t-CO2）

１６９０
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モントリオール議定書キガリ改正の内容 （先進国、途上国第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

（出所）フロン政策における最近の動向と今後の展開について
令和6年12月13日 経済産業省化学物質管理課オゾン層保護等推進室

フロン
メーカー

ｷﾞｶﾞﾘ改正と価格動向

A 24年度中国はギガリ改正の削減開始。
R32のタイト感が継続
R32の日本での価格も右肩上がり

C 中国からのHFC調達価格上昇
中国でギガリ改正削減開始
R32はR454Bの組成であること 及び
ビルマルへの供給シフトで調達価格押し上げ

D 中国からのHFC調達価格上昇
中国のギガリ改正による総量規制開始
中国の家庭ｴｱｺﾝ等の補助による影響

E 中国のギガリ改正対応開始により
フロンの原料価格が、ガス種により
1.4～２倍となり価格転嫁を検討中

中国
は途上国
第１G

空調タイムズ 9/17発行版より

空調タイムズ 9/17発行版より
表１

表2

4-5. 回収した冷媒を再生・再利用-1
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https://www.jreco.or.jp/data/HFC_Pamp.pdf https://www.jsrae.or.jp/site/committee/ondanka/reibaisaisei_tirasi.pdf

4-5. 回収した冷媒を再生・再利用-2
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5．冷媒管理システム RaMSのご紹介

5-1. RaMSとは
5-2．RaMSの利用

30
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RaMS ラムズ Refrigerant Management System 〔冷媒管理システム〕の略称

フロン排出抑制法（第76-85条）で定める「情報処理センター」として指定・認可を受けて、(一財)日本冷媒・環境保全機構
が運営提供するシステムです。（経済産業省・国土交通省・環境省令第3号に準拠した、電磁的に保存・作成・縦覧・交付・承諾が可能なシステム）

´

機器の設置から廃棄まで、
適正な冷媒管理を実現できます

利用者専用のクラウド型データベースで
解析機能を備えた安全なプライベート
システムです。第三者はRaMSデータを
閲覧できません。

RaMSトップ画面（ログイン・ページ）
https://www.jreco.jp/

いつでも、どこからでも、
インターネット環境とPC等があれば
アクセスできます！

31

5-1. RaMSとは フロン排出抑制法の遵守と業務効率化を支援するツールRaMS
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基本機能（情報処理センター機能）※

点検整備記録簿（ログブック）

行程管理票の起票・交付・保存

再生・破壊証明書の交付・保存

事前確認結果説明書の交付・保存（令和2年4月より）

引取証明書の写しの交付・回付・保存（令和2年4月より）

＜主な機能＞

※ 法で定める機器整備時の充塡回収量登録機能のこと

簡易点検

定期点検

＊

＊

個別の機能（点検整備
記録簿、情報処理

センター機能＊、行程管
理票＊）のみ利用するこ

とも可能です！

*充塡回収業者がRaMSに

「事業所登録」していることが
利用の必須条件となります。

32

5-1. RaMSとは RaMSの概要（システムの全体像）
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・ 電子化による業務のペーパーレス化、効率化を実現
・ 唯一国指定の情報処理センターだから安心、法令を遵守できる
・ データの信頼性・透明性を確保、セキュリティ対策も万全

●「フロン排出抑制法」に基づく機器使用時の点検
●整備の実施や記録、機器廃棄時の処理（電子
●行程管理票）まで一括管理・保存できる

●算定漏えい量をリアルタイムに集計・出力、国へ
●の報告書作成・出力も簡単（PDF、CSV）

●所有する全機器の管理状況を把握、リスト作成とデータ分析、

更新計画や省エネ・経費削減等の検討に利用可能

（ログブック、RaMS-ex）

●CSR報告、ISO14001、都道府県の立入検査対応等にも

活用、資料作成の容易化

●担当者が交代しても引継ぎが容易

●「充塡証明書」「回収証明書」等の書面（紙）
●での交付が不要（情報処理センター機能）

●「フロン排出抑制法」に基づく各種伝票を電子的
●に交付・保存、社内のペーパーレス化を促進

●充塡量・回収量等の記録・保存、都道府県への
●報告書作成・出力も簡単（PDF、CSV）

●管理者と情報を共有、機器の点検時期の連絡や点検計画の

作成、機器の更新情報等の提案

●管理者との契約に基づいた上で、管理サポート（代行）

ツールとしての利用も可能

●担当者が交代しても引継ぎが容易

管理者(機器所有者)のメリット充塡回収業者のメリット

33

5-1. RaMSとは RaMSで冷媒管理を電子化するメリット
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公開をご了解された管理者様 五十音順Ӆᴟ ᶴ꜠ᵓּז ϱϷрϽи˔Фˢ͎͏ּזˣ֓ ọ▀ᶴ꜠ᵓּזʹ֓ ϾЬϸиῬ ϸЄϷὓ▄Ṑᶴ꜠ᵓּזἼ Ṱ Ὂↄ▀Ộᴎ◕ ᴙ״ ◕ Єа˔Фᶴ꜠ᵓּזᶴ꜠ᵓּז ЊТЕНрϼᶴ꜠ᵓּזᴈ ♠ᶴ꜠ᵓּז ᴦⱪῬ ʾ╣ Ῥ ЍϱМБῬỘᶴ꜠ᵓּזⱴᵎ( ᴈ)ῬῬỘᶴ꜠ᵓּז ⁯ ᶘ ᶘБиϹМЫжрЖᶴ꜠ᵓּזΨιϘνὲῴО˔ϼᶘ  ᵤ ᶘ Ԋ╓ᶴ꜠ᵓּזЕ˔е˔ϸж˔ᶴ꜠ᵓּז ᶴ꜠ᵓּזϷ˔ЕЯГϰУЄІГЭЇᶴ꜠ᵓּז ᶴ꜠ᵓּז ⌠● ᶴ꜠ᵓּז УжЃ˔ῬỘᶴ꜠ᵓּזжАϺ˔ᶴ꜠ᵓּז РЇʾϵЗЅ˔Њзв˔Єдрᶴ꜠ᵓּזᶴ꜠ᵓּזзУЖϲЀ˔Ъй˔Єдр ԊЮϽЬиϼᶴ꜠ᵓּזʹ Ῥζχ Ḛ יּ ⱧỘ ʹ 9700Ὧ2 6Ὦᾝ∕

●「社内の管理手法を統一できた。」

●「管理者とリアルタイムな機器管理情報を共有することで、繰り返し充塡禁止の意識が高まり、スピーディーな修繕が多くなった。」

ẇ「これまで行程管理票の書類のやり取りなど、従来では3日くらいかかっていたものが、データベース上10分程度で終わった。」

●「行程管理票A票(回収依頼書)、E票(引取証明書)等の運用について、回収された冷媒が適切に処理されていることが確認できた。」

●「管理者さまの国への算定漏えい量報告が必要な場合、RaMSであればデータ出力が簡単で正確なデータ集計ができるため、報告書 
 の作成についても短時間での対応が可能になった。」

＜企業ご担当者の声（抜粋・要約）＞

RaMS

・ 管理者・廃棄者

・ 管理者・廃棄者統括

・ 充塡回収業者（都道府県ベース）

・ 整備者・取次者

・ 再生業者

・ 破壊業者

・ 省令49条業者

25,488事業所

818事業所

7,974事業所

3,280事業所

24事業所

41事業所

53事業所

RaMSのトップ画面
（ログイン・ページ）では
RaMSにご登録されている

充塡回収業者、再生業者、
破壊業者、省令49条業者

を公開していますよ！

（令和7年10月現在）

RaMSトップ画面（ログイン・ページ）
https://www.jreco.jp/
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5-1. RaMSとは RaMSご利用企業・団体（一部）
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5-2. RaMSの利用 RaMSの主な機能（機器整備時・廃棄時）

《 機器の整備時 》 点検整備記録簿（ログブック）に登録・保存

《 機器の廃棄時 》 行程管理票の起票・交付・保存

機器整備時（使用時）、日頃の管理・点検はログブックで しっかり管理！

ḱ

︡ ḱ ḱ

機器廃棄時のフロン回収は、電子版行程管理票で しっかり管理！

・ 充塡量・回収量登録は「情報処理センター」に登録される
ので、書面(紙)での充塡証明書・回収証明書の交付不要

・ 簡易点検（登録無料）、定期点検も登録できる
・ 機器廃棄後も、必要な記載事項（フロン類引取完了年
月日、充塡回収業者の氏名）を記載した上で保存

・ 行程管理票を電子的にペーパーレスで管理・保存
・ リンクしたログブックや事前確認結果説明書、引取証明書
の写し、再生・破壊証明書を縦覧可能

・ 充塡回収業者が交付する確認証明書に対応
・ 再生・破壊証明書も電子的に管理・保存

※.RaMSの行程管理票は、充塡回収業者がRaMSに「事業所登録」をしている場合に、ご利用いただけます。
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RaMSは、関係する事業者（当事者）

同士がインターネットを使って
クラウド上で情報を共有・やり取りし、
データを登録できるシステムです

【ご利用条件】
原則、管理者（廃棄者）、整備者（取次者）、充塡回収業者
など、それぞれが個別にRaMSに「事業所登録」をしている（RaMS
を利用できる状態となっている）必要があります
（一部「転記」、「紙モード」等の機能を除く）
※「事業所登録」は無料です。

ですが、単独で使える機能もあります！……＞ 充塡回収業者の行程管理票〔紙モード〕など

STEP１．RaMSログイン画面より、「事業所登録」（無料、年会費なし）をする ※1

STEP２．事前にご利用料金を指定口座に入金する ※2

 （精算方法「Ａ方式の預け金（ポイント）払い」を選択の場合）

STEP３．RaMSログイン画面よりIDとパスワードでログイン、ご利用を開始 ※3

 （指定口座に入金後、半日～１日後よりRaMSの利用が可能）

※1.RaMS側で専用のインターネット銀行指定口座を設定（用意）します。精算方法は、利用料金が少額のため、まずは「Ａ方式の預け金（ポイント）払い」がおすすめです。
※2.RaMSが設定する専用のインターネット銀行指定口座（ログイン後、メインメニューで確認）にご入金いただきます。ご入金金額の決まりはありません。

例えば、機器廃棄時の行程管理票の利用料金（@110円/回）の10回分として「1,100円」を預け金として入金いただければOKです。
※3.「電子モード」をご利用の場合、管理者・廃棄者（機器所有者）や整備者・取次者もRaMSに事業所登録している必要があります。一方、充塡証明書・回収証明書や行程管理票

の「紙モード（RaMS入力後に印刷した書面（紙）を手渡し等するモード）」の場合は、充塡回収業者が事業所登録していればご利用いただけます。

カンタン！
最短3ステップ
でRaMS利用
を開始できます

36

5-2. RaMSの利用 RaMSの利用方法（概略）
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機器の点検・修理とフロン類充塡・回収のプロフェッショナルである充塡回収業者が、取引先管理者
のフロン排出抑制法の法令遵守に伴う業務をサポート（管理者と情報共有）する際のツールとして、
RaMSをご活用いただけます。 例えば、管理者との保守契約に基づき、機器の点検・整備はもとより、機器の管理全般を

 委託されて管理業務のすべてを代行しなければならない場合など
【管理業務の手順】

5-2. RaMSの利用 管理者サポート・ツールとしてのRaMS利用（充塡回収業者）
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・ 事業所登録

・ ログブック新規作成（機器登録料・シール無）※

・ ログブック新規作成（機器登録料・シール有）※

・ ログブック閲覧・出力

・ 充塡・回収作業や定期点検などの

点検・整備記録（管理者によるログブックへの「転記」含む）

・ ログブック施設管理者変更

・ 簡易点検記録

・ ログブック更新料（クラウド利用更新料）

・ 行程管理票作成（A票起票時に起票者に課金）

・ RaMS-exからの出力

・ 算定漏えい量報告書の出力（管理者）

・ 充塡量・回収量の報告書の出力
（充塡回収業者）

・ 建物解体時事前確認書面交付

・ 機器引取業者あて引取証明書の写し交付

無料、年会費なし

500円/台（税抜）

600円/台（税抜）

無料

100円/件（税抜）

100円/台 （税抜）  

無料

100円/台・年（税抜）

100円/セット（税抜）

無料

無料

無料

無料 

無料 

פֿ （令和7年10月現在）

※ 1,000台以上一括の場合、割引価格あり

例えば…、500台の機器管理例（税抜）
・ 初年度30万円（600円/台）、翌年度5万円/年（クラウド利用更新料100円/台）
・ 充塡と回収、定期点検ごとに100円/回（主に作業をした充塡回収業者に課金）

精算方法は、「預け金払い」、「請求書払い（メール添付のPDF）」
の2種類からの選択となります

少ない費用で
運用、管理が可能です！
インボイス制度にも対応！

機器管理番号シール・サンプル
（左記のログブック新規作成・シール有）

同じ番号で2枚1シート、1枚は予備 機器管理番号が
記載されています

38

5-2. RaMSの利用 RaMSのご利用料金
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冷媒管理システム RaMS（ラムズ）に関するお問合せ先・関連資料

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構（略称：JRECO）
■メール ： contact@jreco.or.jp
■電 話 ： 03-5733-5311（平日9:00-17:00）
■JRECOホームページ（RaMS説明会のご案内など）： https://www.jreco.or.jp/
■RaMSトップ画面（ログイン・ページ）： https://www.jreco.jp/
■RaMS資料一覧（取扱説明書、動画など） ： https://www.jreco.jp/index/relay/

・充塡回収業者のための簡単利用ガイド ： https://www.jreco.jp/public/assets/file/guide_03.pdf

・そろそろ我が社もDX！紙から電子に変えてみよう！伝票処理を電子化・効率化 ：

 https://www.jreco.jp/public/assets/file/bulletin_202303.pdf

・【動画】行程管理票〔電子モード〕伝票の流れ（音声あり）：

 https://www.jreco.or.jp/data/1_pv_manual.mp4
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ご清聴ありがとうございました

40
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